
認知症疾患医療センター運営事業

• 認知症疾患に関する鑑別診断や医療相談を行うほか、地域での認知症医療提供体制の構築を図る事業（H20年度創設）
• 本人や家族に対し今後の生活等に関する不安が軽減されるよう行う「診断後等支援」や、都道府県・指定都市が行う地域連携体制の推進
等を支援する「事業の着実な実施に向けた取組」なども実施

• 実施主体：都道府県・指定都市（病院または診療所を指定）
• 設置数：全国に５１4カ所（令和７年11月現在）

連携型地域型基幹型Ⅱ基幹型Ⅰ

診療所、一般病院精神科病院、一般病院総合病院、大学病院等主な医療機関

１０５カ所３８７カ所５カ所１７カ所設置数（令和７年８月現在）

二次医療圏域都道府県圏域基本的活動圏域

認知症の鑑別診断及び専門医療相談鑑別診断等

専
門
的
医
療
機
能

・専門医又は鑑別診断等の専門
医療を主たる業務とした5年
以上の臨床経験を有する医師
（１名以上）

・看護師、保健師、精神保健福
祉士、臨床心理技術者等
（１名以上）

・専門医又は鑑別診断等の専門
医療を主たる業務とした5年
以上の臨床経験を有する医師
（１名以上）

・臨床心理技術者 （１名以
上）
・精神保健福祉士又は保健師等
（２名以上）

・専門医又は鑑別診断等の専門医療を主たる業務
とした5年以上の臨床経験を有する医師 （１名以上）

・臨床心理技術者 （１名以上）
・精神保健福祉士又は保健師等 （２名以上）

人員配置
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検査体制
（※他の医療機関との連携

で可）

急性期入院治療を行える他の医療機関との連携で可
救急医療機関として

空床を確保
ＢＰＳＤ・身体合併症
対応

－必須医療相談室の設置

・地域への認知症に関する情報発信、普及啓発、地域住民からの相談対応
・認知症サポート医、かかりつけ医や地域包括支援センター等に対する研修の実施
・地域での連携体制強化のための｢認知症疾患医療センター地域連携会議」の組織化 等

地域連携拠点機能

・診断後等の認知症の人や家族に対する相談支援や当事者等によるピア活動や交流会の開催診断後等支援機能

・認知症の人や家族からの抗アミロイドβ抗体薬に係る治療についての相談対応・支援、地域の医療機関からの相談対応、また、地域の
医療機関等と連携し、当該治療の適応外である者への支援等

アルツハイマー病の抗アミロイドβ
抗体薬に係る治療・相談支援等機
能

※基幹型が存在しない場合、地域型・連携型が連携することにより実施都道府県・指定都市が行う取組への積極的な関与
事業の着実な実施に向けた取組の
推進


